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大アビジャン圏都市整備計画策定プロジェクト　詳細計画策定調査日程

日順 月日・曜 工　　程

1 10/22 月

（移動：東京→パリ）

14：00 フランス開発庁（AFD）協議

16：45 JICA フランス事務所報告

2 23 火 （移動：パリ→アビジャン）

3 24 水

 9：25 建設衛生都市計画省協議

14：30 アビジャン特別区協議

16：15 経済インフラ省協議

18：00 経済インフラ省技術顧問表敬

4 25 木

 8：50 計画開発省協議

11：00 内務省協議

14：00 運輸省・都市交通庁（AGETU）協議

16：30 国立調査研究所（BNETD）協議

5 26 金 現場視察（北部及び西部：アビジャン→アニャマ→ソンゴン→ダブー）

6 27 土 現場視察（南部及び東部：アビジャン→グランバッサム→ボヌア）

7 28 日 現場視察（アビジャン→アレペ→バンジャビル）

8 29 月

 8：30 環境持続可能な開発省（MEDD）

10：30 住宅促進省

15：40 コートジボワールコミッティ協議（外務省、経済財務省、計画開発省）

18：00 アビジャン特別区

9 30 火

 9：40 インフラ経済省協議

11：45 AFD 協議

15：00 Record  of Discussions（R/D）協議

10 31 水

 8：50 Projet d’Urgence D’Infrastructures Urbaines（PUIUR）協議

11：00 R/D 協議

16：00 R/D 署名

17：00 在コートジボワール日本国大使館報告

11 11/1 木 （移動）アビジャン→パリ

12 2 金 （移動）パリ→

13 3 土 （移動）東京着
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大アビジャン圏都市整備計画策定プロジェクト　詳細計画策定調査　協議相手

1. コートジボワール政府

建設衛生都市計画省

MAMADOU SANOGO MCAU MINISTRE

GUIHY BENOIT MCAU/CABINET DIRECTEUR DE CABINET 

BAMBA ANZOUMANA MCAU/DGCAMA DG

N’GUESSAN BARTHELEMY DG Urbanisme et  Foncier DG

ZONGO CLAUDE MCAU/CABINET Conseiller Technique （CT）

TRAORE MEFOUA SPAPF Chef de Service

KRA KOUMAN DU DU

MESSOU OI MESSOU A. DAM Directeur

ADJOUMANI BOFFOU DTC Directeur

AKPO ANDRSON DU Chef de Service

GOGA LOBA SDAF Sous-Directeur

KACOU KONAN MICHEL SDASD Sous-Directeur

経済インフラ省

EKPINI Gilbert Directeur de Cabinet

COULIBALY KARITA CT Affaires Economiques

TOURE BOURAMA Coordonnateur Grands Projets

CISSE SIDY Coordonnateur Grands Projets

KOUAKOU FRANCOIS Directeur Gestion Réseau 
AGEROUTE

アビジャン特別区

JACOB  AMEMATEKPO DISTRICT Conseiller SP Finance

Dr ABOU BOLI DAA DG SA

KRA KOUMAN MCAU Directeur de l’Urbanisme

KOUDOU HUGUES HERADES DAA Assistant du DAA

YEO DAA Vice-Gouverneur

TOURE MATHIEU DAA Assistant Dir Cab

ADJA ADIKO LAURENT DAA DG des Services Techniques

COULIBALY ISMAEL DAA Chargé d’Etudes

GBA MARCEL DAA Sous-Directeur
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SEKA DAA Dir Cab

Dr ATTAHI KOFFI BNEB Inspecteur

国立調査研究所（BNETD）

Pascal Kra KOFFI DG/BNETD

Raymond ASSOUA SG/BNETD

Kouassi N’DA Directeur DIEM/BNETD

KOUASSI Anastasie CE/DG BNETD

APESSIKA Kouamé Directeur DAUDL

MANOUAN Aka BNETD Conseiller Spécial

KOUAME Alexandre BNETD CT/DG

BADIE Vincent BNETD DAUDL

KOUAKOU Josther BNETD DA/DEEF

OUOMPIE Elloh Cyprien BNETD Chef Service/DMAS

ATTAHI Koffi BNETD DG Inspecteur

KAKOU Parfait BNETD Directeur Adj/DCEP

内務省

Parfait GOHOUROU MEMI DG/DDL

GBALA Gnato Raphaël MEMI S/D des Marchés des Emprunts et 
des Etudes

BINI K. Roland MCAU S/D PU

ALLALI Konan Stephanos MEMI CE-DG/DGDDL

DJONDE Gnihan MEMI SDPCD/DGDDL

Serge OHOUOCHI MEMI Chargé de Communication

計画開発省

Lacina Kouakou KOUAME MEMPD Dir. Cab Adjoint

Patrice MALLET MEMPD Conseiller Technique

MOUSTAPHA Sylla MEMPD Directeur de la Planification

SIBY Mahi Georges MEMPD Chargé d’Etudes BNPVS

ESSAN Kobia Valentin MEMPD Directeur du Développement 
Régional

OUATTARA Epse Ademola M. A MEMPD/INS Chef Division Cartographie
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KONAN Narcisse Simon MEMPD Conseiller Technique

KONE Madima Sara MEMPD Chargée d’Etudes

KOUADIO Kouakou Benjamin MEMPD Assistant du Directeur de  Cabinet

BA Ibrahima MEMPD DG INS

N’GUESSAN Séguy Mathieu MEMPD DG ATDR

GONNE Louh Jeannot DPIP Directeur

KOYA Natanaël Jean Claude MEMPD Chargé d’Etudes

運輸省

BAFFA Koné MT CT-TT

VEH Sodet Félix AGETU DG

KOFFI Kumassi AGETU DRAO

AKE José Nicole Assistante DOA/DGAMP

ASSI A. Crépin DGTTC 

OUSSOU Koffi DGTTC

BINI K. Roland MCAU Sous-Directeur

環境省

LOUKOU Yao Guillaume Directeur de Cabinet

BINI K. Roland Sous-Directeur/MCAU

AGNESSE Justine Etiennette Chef de Service Coopération 
Internationale

TONDOSSAMA Adama Directeur Général de l’OIPR

ASSEMIAN Latte Kamen Directeur DITE

KASSIA Z. Mélanie Chargé d’Etudes

ETIEN N’Dah Directeur

住宅促進省

KANGAH Jean Jacques MPL Directeur de Cabinet

KONE Moussa MPL Conseiller Technique

KOUPO Gnoléba MPL Directeur

KONIN Assémien MPL Chargé d’Etudes

外務省

GAUZE Adé Philippe MEMAE S/D Moyen Orient – Asie
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MENZAN Adingra Prince-Florent MEMAE Diplomate

2. ドナー

Robert Moulie フランス開発庁（AFD）本部 アフリカ局次長

Christelle Josselin AFD 本部 コートジボワール・リベリア

担当

Fabian Mainguy AFD 本部 地方自治体及び都市開発課

Myriam Hammami AFD 本部 マルチ銀行及び非ヨーロッパ

対外関係パートナーシップ課

Gerald Collange AFD コートジボワール事務所所長

M. Pierre DIMBA Projet d’Urgence D’Infrastructures 
Urbaines（PUIUR）

Coordinateur

－ 73 －



大アビジャン圏都市整備計画策定プロジェクト議事録

議事録　01

日時：2012 年 10 月 22 日　（月曜日）14：00　～　16：20

件名：フランス開発庁（AFD）との協議

所属 役職 氏名

AFD アフリカ局

マルチ銀行及び非ヨーロッ

パ対外関係パートナーシッ

プ課

次長

コートジボワール（CI）・
リベリア担当

地方自治体及び都市開発

Robert Moulie
Christelle Josselin

Fabian Mainguy
Myriam Hammami

日本側 調査団 総括

都市交通

協力企画

通訳

垣下　禎裕

勝田　穂積

小島　海

西山　明美

場所：往訪・来訪・会議（場所：AFD）／電話（発・受）

配布資料：インフラプログラム図、都市マスタープラン協力概要（案件の骨子及びプレゼン資料）

１．概　要

冒頭調査団より、大アビジャン圏における JICA のインフラ支援の方向性及び都市マスタープ

ラン ToR（Terms of Reference）（案）について説明したところ、フランス側から都市計画分野で

CI 側からの要請に明らかな重複があることが確認された。一義的には CI 政府により調整がなさ

れることが理想としつつも、本協議を通じて協力内容に係る確認を行った（実施のうえで留意す

べき項目の比較は以下のとおり）。

本協議を踏まえ、JICA は、詳細計画策定調査において、AFD との役割分担を CI 側に確認しつ

つも、今回 ToR で先方政府と協議することを双方確認した。今後も必要であれば TV 会議等を活

用し、綿密な情報共有を図ることとした。

２．議論の比較事項

現　状 AFD JICA

CI からの要請・協

力分野

重　複 都市計画・都市交通 都市計画・都市交通

現在の進捗 JICA が早い 報告書（ブレインストー

ミング）作成済み。CI
側の反応待ち

採択済み。詳細計画策

定調査

協力開始予定時期 JICA が早い 2013 年第 2 四半期以降 2013 年 2 月
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カウンターパート AFD は地方分権化支援

の明確な方針

アビジャン特別区 建設衛生都市計画省

協力の中心 AFD はより具体的な事

業を想定

・　 各セクターの詳細

計画

・　 事業を想定した計

画

・　 大 枠 の 都 市 マ ス

タープラン

・　 都市交通マスター

プラン

３．主な議論

（1）情報共有の必要性について

・　JICA とは飯村課長の尽力もあり協議の枠組みが成立している。今後も情報共有を図り進め

ていきたい（AFD）。

・　JICA としても、対 CI 支援において最大のドナーである AFD との連携・調整は不可欠であ

ると認識している。ぜひ今後もこういった機会を設けていきたい（JICA）。

・　CI 側からの日仏に対する要請書内容は明らかに重複している。本来ならば役割分担は CI 側
によりなされるべきであるが、こういった状況なので、今回会議の結果を CI 側に伝えるこ

とが必要（AFD）。

（2）AFD による対 CI 及び都市計画分野に係る協力の進捗状況について

・　AFD は、 こ の 1 年 間 CI 側 と 協 議 を 行 っ て き た C2D（Contrat de désendettement et  
développement）に関し、2012 年 11 月に CI 側と署名を行う見込み。これまで首相府と協議を

進めてきており、具体的には保健、教育、農村開発、都市開発、交通、司法を協力の分野と

特定し、各分野別事前調査を行った。

・　都市計画に係る協力の枠組みは、2011 年 7 月の報告書結果に基づき、2013 年の第 2 四半期

に承認される予定。当初予定していた 2012 年 10 月の内容特定のための調査は、2012 年内に

派遣する見込み。

・　C2D 報告書で言及されている都市マスタープラン（Plan d’urbanisme directeur：PDU）に関す

る調査は、まだブレインストーミングの段階で、関連省庁と協議をしている段階。

（3）他サブセクターについて

・　日本は都市交通以外のサブセクターを想定しているのか（AFD）

・　都市交通分野以外のセクターを否定するものではないが、現在のところ都市交通を出発点と

考えている。特に日本やアジアでの経験から人口増加圧力の非常に高い地域では都市交通を

軸として都市を形成していくことが妥当と考えているためである（JICA）。

（4）都市計画分野の事業実施体制について

・　日本は、アビジャン特別区 1 にはまだ実施能力が備わらないため建設衛生都市計画省をカウ

ンターパートとする予定（JICA）。

1
　アビジャン特別区は中央政府から権限の移管を受けてはいるものの、自治体ではない。ただし一部の権限に関しては独立権限
（Autonome）を有している。
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・　AFD としては国を相手として大きな絵図を描くよりも、むしろ CI の地方分権化支援の目的

からアビジャン特別区をカウンターパートとし、セクターごとの詳細な開発計画の策定や組

織強化を行うことが重要と考えている。またカウンターパートをアビジャン特別区とするこ

とで、区の所掌業務とされている脆弱層への支援、安価な居住区の提供、廃棄物といった支

援が可能になると考えている。また、アビジャン区をカウンターパートとすれば、マルチセ

クターの事業も実施できる。都市計画関係に関していえば、都市計画庁を設立し、同機関が

調整を行うのが妥当（AFD）。

・　ただし、交通分野に関しては道路管理公社（AGEROUTE）や都市交通庁（AGETU）といっ

た中央政府所掌官庁からの抵抗が強いのは事実（AFD）。

（5）対象地域について

・　協力は 13 区域を含む、大アビジャン圏が対象。

（6）都市交通マスタープランの内容について

・　都市交通といった際に、具体的な地下鉄といったような事業を想定しているのか。またそれ

らの事業は本プロジェクト内で実施するのか（AFD）？

・　事業化すべき具体的プロジェクトは想定していないし、本事業内で具体的な事業に着手する

ことはない。日本の協力では、まずパーソントリップ調査を行い、全体像を把握してから具

体の交通プロジェクトを総合的に判断し、そのうち緊急度が高いものに関してフィージビリ

ティ・スタディ（F/S）を実施する（JICA）。

（7）協力金額について

・　日本としては都市交通セクターにどの程度の支援を行うのか（AFD）。

・　現在は、協力の枠組みを定める段階にあり数字は出ていない。対 CI 支援に対する無償・有

償のスキーム自体も決められていない（JICA）。

・　本プロジェクトは有償か、無償か。また、日本として有償はいつ開始する予定か（AFD）。

・　本プロジェクトは無償。また、当面は無償のみが日本のスキームとなる見込み。有償への切

り替えに関しては、日本国としての政治的判断や国際開発協会（IDA）において青信号とな

ることが必要（JICA）。

・　本プロジェクトの協力総額は（AFD）？

・　3 億～ 4 億円程度（JICA）。

（8）事業レベルでの連携について

・　日本による協力はタイドかアンタイドか。日本による有償資金協力が開始された場合、どの

ような連携、端的にいえばフランス企業が受注したりすることが可能か（AFD）。

・　無償資金協力はタイド。有償はアンタイドが基本だが一部日本の技術を活用した協力の場

合、タイドとなるスキームもある。これまでに鉄道、トンネル、橋梁事業等で実績がある

（JICA）。

以　上
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議事録　02 

日時：2012 年 10 月 24 日（水曜日）　9：25　～　13：10

件名：建設衛生都市計画省との協議

所属 役職 氏名

建設衛生都市計画省 付属資料３参照

日本側 調査団

コートジボワール事務所

総括

都市交通

協力企画

通訳

所長

企画調査員

ナショナルスタッフ

垣下　禎裕

勝田　穂積

小島　海

西山　明美

畠山　敬

金子　万里子

Loboue

場所：往訪・来訪・会議 （場所：建設衛生都市計画省会議室）／電話（発・受）

配布資料：案件概要及びプレゼン資料

１．概　要

冒頭、大臣より本調査に係る歓迎の言葉が述べられたのち、日本側より日本の強みを生かした

プロジェクト概要を提案した。具体的には、①交通を都市管理の基本とする、②単なるコンサル

タントへの発注ではなく技術協力を重視する、の 2 点を説明し、先方からは CI 側の現場のニー

ズに合うものとして歓迎された。

本日の協議の結果を踏まえて、CI 側は内部で日本側の提案内容を詳細に検討し、日本側は 29
日（月）までに Record of Discussions（R/D）（案）を CI 側に提示することとした。

２．主な議論

（1）用語の定義

・　Shema Directeur（SD）と都市移動計画（Plan de déplacements urbains：PUD）は同精度の都市

マスタープランを指している。違いは対象地域のみ。SD は複数の自治体をまたぐが、PUD
は 1 つの自治体のみを対象にしたもの（建設衛生都市計画省）。

（2）詳細都市計画の実施

・　要請書には詳細都市計画の実施を記載した。本プロジェクトに詳細計画作成は含まれるのか

（同省）。

・　本調査内容に明示していないが、CI 側が詳細都市計画としている内容は実態として日本の

都市マスタープランに包含されていると考える。CI 側の既存の詳細都市計画の内容を確認

し照合したうえで、R/D（案）作成にあたっては、内容を明記し解釈に齟齬が生じないよう

にする（JICA）。

・　既存の詳細都市計画の実例をメールベースで送付する（同省）。
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（3）対象地域

・　アビジャン特別区 13 区の土地利用は既に飽和状態にあり、2030 年を目標年次とした都市マ

スタープランを策定する場合は衛星都市として拡張 5 地区を含むことが不可欠。アビジャン

中心部は開発済みであり、今後 2030 年までの計画を描くことにはあまり意味がない。拡張

5 区に関しては現時点で利用計画を策定しておき、無秩序な開発を避けることが肝要（同省）。

・　5 区は飛び地ではなくアビジャン都市圏に接しており、アビジャンと一体の地域である。現

在でも拡張 5 区から通勤している人が多い（同省）。

・　将来の開発を見据えた絵図を描くことはまさにマスタープランの役割であり、必要性に日本

側も合意。安全対策上の課題はあるがマスタープランに含めていきたい（JICA）。

（4）地形図の縮尺

・　詳細都市計画の策定には 1/2, 500 地図が不可欠（同省）。

・　CI 側が想定する詳細計画は 1/10,000 で十分と考える。いずれにしても、既存の詳細計画の

内容を確認したうえで、必要かつ妥当な計画を策定したい（JICA）。

（5）人口センサス

・　実施中の人口センサスは 2013 年 3 月に終了予定。所掌は計画開発省（同省）。

（6）実施体制

・　運営委員会（大統領府、首相府、省庁、特別区）、分野別モニタリング・評価委員会〔大統

領府、首相府、省庁、特別区、Conseils Generaux、コミューン、国立調査研究所（BNETD）〕、

実施ユニット（建設衛生都市計画省及び BNETD）の 3 階層での実施が妥当。意思決定は最

上位の運営委員会が行う（同省）。

・　BNETD は建設衛生都市計画省の所管国営会社。建設衛生都市計画省を補佐して技術的支援

を行う（同省）。

（7）フランスとの関係

・　フランスに要請書は提出していない。フランスとの Aid Memoire に署名はされていないし、

フランスの計画では都市計画分野が 2015 年ごろ実施とされていたため、CI 側のニーズに合

致しなかった（同省）。

（8）CI 政府による都市計画事業

・　現在アビジャンを除く州都（31）のマスタープラン作成を国際競争入札により準備中。アビ

ジャン特別区に関しては日本政府により正式に採択されたため、この国際競争入札の対象か

ら除外している（同省）。

（9）プロジェクトタイトル

・　日本側の提案どおり、本プロジェクトは「revision」以上の内容を含むので、developpment と
するのが妥当（同省）。
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（10）プロジェクト期間

・　CI 側は当初 16 カ月を想定していたが、日本側の提案は非常に緻密・規模が大きいものなの

で 20 カ月でも差し支えない（同省）。

（11）CI 側負担事項

・　カウンターパートの配置やオフィスの設置については了解した。危機前に JICA の協力を受

けた経験があるので、JICA の支援方法については十分に理解している（同省）。

以　上
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議事録　03

日時：2012 年 10 月 24 日（水曜日）　14：30　～　15：15

件名：アビジャン特別区との協議

所属 役職 氏名

アビジャン特別区 付属資料３参照

日本側 調査団

コートジボワール事務所

総括

都市交通

協力企画

通訳

所長

ナショナルスタッフ

垣下　禎裕

勝田　穂積

小島　海

西山　明美

畠山　敬

Loboue

場所：往訪・来訪・会議 （場所：アビジャン区）／電話（発・受）

配布資料：案件概要

１．概　要

案件概要について紹介したところ、アビジャン特別区より、本件の実施に関しては役割分担に

関して同区と建設衛生都市計画省間で調整が必要であるとの強い要請があり、協議はいったん打

ち切ることとした。あらためて両者間の調整後、協議の場を設けることとした。

２．主な議論

（1）本事業の実施体制

・　アビジャンにおける都市計画に関しては区が所掌。本プロジェクトにおける区の位置づけ

は？（特別区）

・　本プロジェクトは、13 区及びその周辺を対象地域とすることから、建設衛生都市計画省を

カウンターパートとして実施予定。同省からは外交ルートを通じて要請書が提出され、日本

政府との間で実施が合意されている（JICA）。

・　CI 側で実施体制に関して議論する必要がある。特別区はアビジャンの顔であり、どのよう

な経緯で日本に要請することになったのかも含めて、きちんと承知しておきたい（特別区）。

以　上
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議事録　04 

日時：2012 年 10 月 24 日（水曜日）　16：15　～　18：15

件名：経済インフラ省・AGEROUTE との協議

所属 役職 氏名

経済インフラ省 付属資料３参照

日本側 調査団

コートジボワール事務所

総括

都市交通

協力企画

通訳

所長

ナショナルスタッフ

垣下　禎裕

勝田　穂積

小島　海

西山　明美

畠山　敬

Loboue

場所：往訪・来訪・会議 （場所：経済インフラ省会議室）／電話（発・受）

配布資料：案件概要

１．概　要

冒頭、調査団より本プロジェクトの概要について説明。経済インフラ省が所掌となる交通イン

フラを重視する調査の特徴について説明したところ、経済インフラ省から、同省が有するインフ

ラ事業リストをマスタープラン策定プロセスでロングリスト・ショートリストに組み込むことの

必要性とともに、経済インフラ省の合意形成プロセスへの参加の必要性が示された。これに対し

調査団より、現実性のあるマスタープランを作成するためにも同省の関与を歓迎する旨応答し

た。

また、経済インフラ省及び AGEROUTE に対して、運輸行政・道路行政に関する事実関係を確

認した。

２．主な議論

（1）経済インフラ省の関与

・　本プロジェクトでは具体的なインフラ事業も含むのか？　その場合、経済インフラ省の事業

リストとの重複〔国家開発計画（PND）に記載されているリスト〕を懸念している（経済イ

ンフラ省）。

・　計画策定段階では経済インフラ省のリストは十分考慮する。また、合意形成過程でも経済イ

ンフラ省の参加をお願いしたい（JICA）。

・　了解した（同省）。

（2）目標年次の考え方

・　現在、緊急にリハビリが必要なインフラがある。2030 年までのマスタープランを策定し、

それまでの事業リストを含めるようでは間に合わない（同省）。

・　2030 年はマスタープランの目標年次であり、そのなかで段階的な整備計画が提案される。

本プロジェクトは 20 カ月で終了し、緊急に対応が必要な事業は本プロジェクトで F/S を実

施予定（JICA）。
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（3）日本の強みを生かしたマスタープランのアウトプット

・　日本のマスタープランの特徴、強みは理解したが、アウトプットとして現在のマスタープラ

ンとの違いは何か？（同省）

・　現在のマスタープランは既存の土地利用・人口配置を所与として都市交通を描いている。一

方今回のマスタープランは、まず実際のデータに基づき理想の姿を描くという手法をとるた

め、提案される事業の方向性は異なってくる（JICA）。

・　アビジャンにおける都市交通において必要な事業は何か？（同省）

・　「ベストミックス」といわれる、自動車と公共交通の適切な配分が重要。ただしそれぞれの

割合は都市の状況、人口状況、経済状況により大きく異なるため、本プロジェクト内で調査・

分析を行い、ベストミックスを明らかにしていく（JICA）。

（4）マスタープランの実施・モニタリング体制

・　現在のマスタープランの内容はどの程度達成されたといえるか。また、マスタープラン作成

後モニタリング体制はどのように構築する予定か（同省）。

・　現在のマスタープランの評価・分析については本プロジェクトで実施する。またマスタープ

ラン作成後も実施がきちんとされるような体制を構築する必要がある（JICA）。

（5）運輸省とのデマケーションについて

・　運輸省は建設されたインフラの活用、運用を担当している。経済インフラ省はインフラ建設

の計画及び工事発注を担当している（同省）。

・　ラグーン交通は運輸省所管（同省）。

（6）道路管理行政について

1）道路行政の実施体制

・　経済インフラ省及び AGEROUTE の組織図を入手したい（JICA）。

・　了解した。メールで JICA CI ナショナルスタッフに送付する（同省）。

2）道路ヒエラルキー

・　道路は、都市道路及び都市間道路に分けられている。前者については、国道、都市道路、コ

ミューン道路、プライベート道路に更に分かれている。制度上は、経済インフラ省が国道の

みを所管しその他の道路は区が開発・維持管理主体となるが、実態上はすべて経済インフラ

省が開発・維持管理している（同省）。

3）高速道路及び一般道路について

・　現在 CI 国内に有料道路は存在しない。高速道路はヤムスクロまでの 250km がある。一般道

と高速道路の違いは幅員のみ。高速道路は片側 2 車線が必要（同省）。

4）AGEROUTE の所掌について

・　AGEROUTE は経済インフラ省所管の国営会社。予算の一部は国から配分されるが他は独自

予算。また職員は公務員ではない（CI 側）。

・　所掌業務は道路の維持管理計画策定、同事業の発注、発注業務のモニタリング、ファンドレ

イジング（AGEROUTE）。
・　維持管理は 3 年計画を策定し実施しているものの予算が大幅に不足しており、計画どおりに
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進んでいない。必要な予算 1,000 億 CFA フラン（FCFA）のうち、520 億 FCFA しか確保され

ておらず、維持管理実績距離も 82km のみにとどまっている（AGEROUTE）。
5）AGEROUTE の組織体制

・　アビジャン及びコロゴに AGEROUTE の事務所があり全土をカバー、職員数は技術系・事務

系合わせて 100 名。2013 年に 2 事務所増やす予定（AGEROUTE）。
6）FER（道路維持管理基金）

・　FER も AGEROUTE 同様、経済インフラ省管轄の国営会社。財源はガソリン税、道路使用料

等の特定財源。

・　FER 資金の使用には経済インフラ省及び経済財務省双方の承認が必要（AGEROUTE）。
7）道路開発計画

・　大統領のイニシアティブの下、開発戦略を策定している。アスファルト道路を 1,000km、未

舗装道路を 5,000km 開発する計画。

（7）他ドナーについて

・　アビジャン区内では世界銀行（緊急リハビリ）、EU/AFD（維持管理）、BOAD（Banque Ouest 
Africaire de Développement、第三の橋）、中国 EXIM BANK（アビジャン－バッサム間高速道路）

等のドナーが支援している。

以　上
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議事録　05　（確認済）

日時：2012 年 10 月 25 日（木曜日）　8：50　～　10：15

件名：計画開発省との協議

所属 役職 氏名

計画開発省 付属資料３参照

日本側 調査団

コートジボワール事務所

総括

都市交通

協力企画

通訳

所長

企画調査員

ナショナルスタッフ

垣下　禎裕

勝田　穂積

小島　海

西山　明美

畠山　敬

金子　万里子

Loboue

場所：往訪・来訪・会議 （場所：計画開発省）／電話（発・受）

配布資料：案件概要及びプレゼンテーション資料

１．概　要

冒頭調査団より案件概要を説明。先方より、PND 第 4 戦略において都市開発の重要課題とし

て衛生、住居が挙げられていることから、同分野のマスタープラン策定の要望が指摘された。こ

れに対し、調査団より、まずは総合マスタープランの策定が必要であること、その際、日本の強

みである都市交通を切り口にすることを説明し、先方から合意が得られた。

計画開発省は国の開発計画事業所管官庁として、本プロジェクト実施段階での省庁間調整会議

に参加する必要があることを確認した。

２．主な議論

（1）本プロジェクトの内容

・　アビジャンは CI の成長センターであり、マルチセクターのマスタープラン策定が必要。本

プロジェクトが都市交通に特化しては、成長軸として機能するアビジャンのニーズを充足で

きないと考える。産業分野は含むのか（計画開発省）。

・　本プロジェクトはまさにマルチセクターにわたる総合マスタープランを策定するが、その手

法として都市交通を活用するものであり、現在の大アビジャン圏のニーズに合致していると

考えている。人口増加圧力が高い都市においては交通が都市成長の阻害要因となることが世

界的に見ても多いため、どのように都市交通を制御するかが都市成長の重要なカギとなる。

したがって、総合マスタープラン策定の視点として都市交通を用いる予定（JICA）。

・　アウトプットはあくまでも総合マスタープラン。産業分野の個別マスタープランは対象とし

ないが、都市マスタープラン策定にあたり土地利用計画等大まかな枠組みは策定していく。

また、総合マスタープランの策定を通じて将来的な産業計画策定に貢献できると考えている

（JICA）。

－ 84 －



（2）考慮すべき開発計画

・　本プロジェクトが整合性をとるべき既存計画は、PND と公共投資計画のみ（同省）。

・　PND では都市計画の重要な課題として衛生及び居住を掲げている。都市の健全な発展には

この 2 分野は不可欠であるが、本プロジェクトの対象とならないか（同省）。

・　本プロジェクトは予算上の制約もあり、まずは都市交通を切り口とした総合マスタープラン

を策定する。本マスタープランに基づき、今後 CI 予算、他ドナーの支援を得てこれらの分

野への展開は可能。これまで JICA は下水マスタープランの実績があり、今後の実施を否定

するものではない（JICA）。

（3）対象地域

・　拡張 5 区域を対象としているが、どのような意図か（同省）。

・　対象地域は建設衛生都市計画省の要請に基づいたもの。調査団としても、アビジャン特別区

の 13 区は既に飽和状態にあり、アビジャン圏の健全な発展のためには拡大区を考慮するこ

とが重要と考えている（JICA）

（4）実施体制

・　省庁間調整コミッティを形成し調整する必要がある。計画開発省も調整の場に参加する（同

省）。

・　開発活動の整合性を図るため、今後すべての開発事業は計画開発省を通して計画するよう制

度を変える予定（同省）。

（5）センサス

・　計画開発省が実施中のセンサスは 2013 年 6 月に完了予定（同省）。

・　最新のセンサスは 1998 年のもの。コピーは提供する（同省）。

（6）本プロジェクトは無償か有償か

・　無償。計画開発省の負担事項は省庁間調整会議への参加が主となる（JICA）。

以　上
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議事録　06　（確認済）

日時：2012 年 10 月 25 日（木曜日）　11：00　～　12：20

件名：内務省との協議

所属 役職 氏名

内務省 付属資料３参照

日本側 調査団

コートジボワール事務所

総括

都市交通

協力企画

通訳

所長

企画調査員

ナショナルスタッフ

垣下　禎裕

勝田　穂積

小島　海

西山　明美

畠山　敬

金子　万里子

Loboue

場所：往訪・来訪・会議 （場所：内務省会議室）／電話（発・受）

配布資料：なし

１．概　要

冒頭調査団より、本プロジェクトの趣旨について説明したのち、地方自治制度をヒアリング。

現在移行期にあり、5 層の委譲システムと 2 層の移譲システムが混在しており、地方における中

央のプレゼンスを強化する委譲の動きが強いことが明らかになった。

本プロジェクトのステークホルダーとなる 5 名の県知事及び 1 名の特別区長が特定されるとと

もに、これらのメンバーは 2013 年の地方選挙後も変化がないことが確認された。

２．主な議論

（1）CI の地方自治・行政制度

・　地方自治 / 行政制度に関するデクレを策定中であり、現在は権限委譲及び移譲双方を同時に

進める移行期の状態。フランス型地方自治をコピーした地方自治 / 行政制度が形成されてい

る（内務省）。

・　2013 年 2 月 24 日の地方選挙に向けて権限委譲（つまり、地方への中央政府の権限強化）、

すなわちディストリクトの強化が進行している（同省）。

■権限委譲のシステム

行政階層 トップ 配置状況 省庁出先 数 備考

1 ディストリクト（区）

知事（任命）

国務大臣と同

ランク

今後 今後
12
（含 2 特別区）

2013 年 2 月

以降に設置

2 レジオン（州） 州知事（任命）○ 有 31

3 デパルトモン（県） 県知事（任命）○ 有 95

4 スウプレフェ（郡） 郡知事（任命）○ 有 497
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5 ビラージュ（村） 村長 ○ 無 8,000

■権限移譲のシステム

自治体階層 配置状況 数

1 レジオン（州） 州議会の議長（選挙） 31

2 コミューン 市長（選挙） 197

（2）本プロジェクトにおける関連自治体 / 行政体

・　地方における人々との意見調整・パブリックヒアリングは県における国の代表者でもある

県知事が行う。本プロジェクト対象地域では以下の 5 知事及び 1 特別区長からヒアリングが

必要（同省）。

対象区 自治・行政体のトップ

Alepe Alepe 県知事

Dabou Dabou 県知事

Jacqueville Jacueville 県知事

Bonua Grand Bassam 県知事

Azaiguie Agboville 県知事

Abidjan Abidjan 特別区長

（3）県知事の能力強化支援

・　世銀が実施する PUIIR（緊急インフラ支援プロジェクト）を通じて、県知事の現場における

能力強化事業を実施している。現在ヨプゴンでパイロット事業を実施中。コミューン内にお

ける開発事業の優先順位づけの調整及び意思決定を実施している（同省）。

以　上
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議事録　07　（確認済）

日時：2012 年 10 月 25 日（木曜日）　14：00　～　16：00

件名：運輸省・AGETU との協議

所属 役職 氏名

運輸省・AGETU 付属資料３参照

日本側 調査団

コートジボワール事務所

総括

都市交通

協力企画

通訳

所長

企画調査員

ナショナルスタッフ

垣下　禎裕

勝田　穂積

小島　海

西山　明美

畠山　敬

金子　万里子

Loboue

場所：往訪・来訪・会議 （場所：運輸省会議室）／電話（発・受）

配布資料：なし

１．概　要

詳細計画策定にあたり必要な情報の収集

２．主な議論

（1）運輸行政基礎データの確認

1）組織図

・　存在する（運輸省）。

2）統計データ

・　2009 年が最新版。自動車保有台数（車種別）は 30 万台と推定している（同省）。

（2）鉄道行政

・　かつてはブルキナファソと共同管理だったが、現在は国別に管理している。CI 側は民間会

社（Sitarail）にコンセッションに出している（同省）。

・　現在都市内鉄道は存在しないが、空港からアニャマまでの 37km 間の電気トラム建設に関す

るプレ F/S を BNETD と Sitarail が実施済み。また韓国の民間会社と MoU（覚書）を締結した（同

省）。

（3）自動車行政

1）登録制度

・　運輸省が自動車に関する一元的な窓口。主な業務としては自動車登録、免許の交付、車検等。

・　車検については 1990 年より民間会社（SICTA）に実施を委託している（同省）。

2）　汚染対策

・　現在のところ排ガス規制は存在しないが、今後 SICTA を中心に実施する見込み（同省）。
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（4）交通安全行政

・　道路安全公社（OSER）を設置し運輸省監督の下に交通安全行政を実施している。自動車運

転教育もこれに含まれている（同省）。

・　ただし、法制度の規制者は警察の公安委員会（同省）。

・　信号は経済インフラ省の管轄（同省）。

（5）AGETU
・　運輸省監督下の国営会社。スタッフは公務員ではない（AGETU）。

・　業務内容は、調査、計画、事業者（ミニバス、タクシー、シャトルバス、ラグーン交通）に

対する事業許可、SOTRA 社のコンセッションのモニタリングと改善。事業者からの料金徴

収（AGETU）。

（6）バス交通

・　運輸省・AGETU が路線を決め、SOTRA 社に運営をコンセッション契約で委託している。

・　バス停の建設は SOTRA 社が実施。

・　現在バス会社は SOTRA 社のみ。他バス会社を設立しヨプゴン及びアボボ地区の運営を委託

しようとしたがうまくいかなかった。

・　交通渋滞回避のため、ミニバスの営業許可はアジャメ以北としている。

・　バス料金に関しては財務省から SOTRA 社に補助金が支払われ、料金を低く抑えている（同

省）。

（7）ラグーン交通

・　ラグーン交通も SOTRA 社が受託している。主要路線は 3 本。船着き場のインフラは SOTRA
社が建設している。

・　SOTRA 社以外にも小規模業者がラグーン交通を実施している。これらの路線は 7 ～ 8 本程

度ある。

・　将来的には BOT（Build Operate Transfer）方式で、20 本以上の路線開発・運営を発注する計

画がある。（同省）

（8）タクシー

・　公認タクシー以外にインフォーマルなタクシーも多い。危機後の雇用の受け皿という役割を

考えて取り締まりを行ってこなかったが、今後は取り締まりを行う予定（同省）。

（9）交通政策

・　公共交通による人々の移動のうち SOTRA が 30％にとどまっており、渋滞が非常に激しく

なっている。今後は電車を導入していきたい（同省）。

・　マスタープランは 20 年ほど前に BNETD に委託して策定された（同省）。

（10）アビジャン特別区の運輸行政所管官庁

・　アビジャン特別区内に運輸担当部局が存在する。以前はアビジャン区内の運輸交通を国、区、
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コミューンが権限争いしていたが、AGETU が設立されて以降、これらの機関の意見調整が

図れるようになった。アビジャン特別区のメンバーが AGETU の意思決定層にも任命されて

いる（AGETU）。

以　上

－ 90 －



議事録　08　（確認済）

日時：2012 年 10 月 25 日（木曜日）　16：30　～　17：00

件名：BNETD との協議

所属 役職 氏名

BNETD 付属資料３参照

日本側 調査団

コートジボワール事務所

総括

都市交通

協力企画

通訳

ナショナルスタッフ

垣下　禎裕

勝田　穂積

小島　海

西山　明美

Loboue

場所：往訪・来訪・会議（場所：BNETD 会議室）／電話（発・受）

配布資料：なし

１．概　要

詳細計画策定にあたり必要な情報の収集

２．主な議論

（1）BNETD の業務

・　国営企業として、国が実施する調査発注業務を国と共同で実施している。大規模・マルチセ

クターに係る案件は直接国から受注するが、小規模案件に関しては入札に参加し最低価格を

提示することで受注している。

・　民間企業からも受託している。例えば第三の橋建設や韓国企業による鉄道のプレ F/S の実施

経験がある（BNETD）。

（2）実施体制

・　追って建設衛生都市計画省から BNETD の本調査参加の連絡がある見込み。重要な機関の 1
つとしてぜひ策定プロセスに参加してほしい（JICA）。

・　了解した。BNETD は古くからの国立研究機関であり保存データは豊富。いつでも協力する

（BNETD）。

（3）その他

・　次の 4 資料を 30 日（火）までに日本側に提出することを確認した：2000 年マスタープラン

フルバージョン、都市交通政策、地形図及びロ－カルコンサルタントリスト。

以　上
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議事録　09

日時：2012 年 10 月 29 日（月曜日）　8：30　～ 10：00

件名：環境省との協議

所属 役職 氏名

環境省 付属資料３参照

日本側 調査団

コートジボワール事務所

総括

都市交通

協力企画

通訳

ナショナルスタッフ

垣下　禎裕

勝田　穂積

小島　海

西山　明美

Loboue

場所：往訪・来訪・会議 （場所：環境省会議室）／電話（発・受）

配布資料：JICA 環境社会配慮ガイドライン、EIA（環境影響調査）取得手続きフロー

１．概　要

初期環境調査（IEE）レベル調査の一環で先方の環境社会面の法制度概要の調査を行い、先方

から必要な情報を得ることができた。

２．主な議論

（1）環境政策の概要

・　ワタラ大統領の就任の際の宣言“Vivons Ensemble”において、1 章が環境に割かれたことに

象徴されるように、CI では優先政策になっている。具体的には森林・自然環境の保護、ラ

グーン汚染・そのほかの汚染への対策、国際条約の批准などの優先課題がある。また、PND
において環境に係る記載がなされている（環境省）。

・　環境省は 2011 年 6 月に設立された。環境政策の主要方針は 1996 年の環境法及び 2002 年の

国立保全区保護法（同省）。

（2）現在の課題

現在の国家の優先課題は以下 3 点。

1）保全区の保護

・　現在全国に 14 の保全区がある。国立公園保全センターを設立し保全活動にあたっている。

日本から 70 億 CFA フラン（FCFA）の支援を得ている。何もしなかった場合、30 年後に 3/4
の保全区が失われると見込まれている（同省）。

・　マスタープランプロジェクト対象地域では、バンコの森、ダリアフルール保全区、アジャン

保全区の 3 カ所がある。（同省）

・　特にバンコの森はアビジャン市民の 40％を養う水源となっている。アビジャン東北部のア

ジャン保全区・アジャンラグーンでは民間企業の SODECI が淡水化事業に着手している（同

省）。

2）ラグーン汚染

・　大統領のイニシアティブで省庁間委員会が設立されラグーン汚染対策が進められている。
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JICA にプロジェクトを要請している（同省）。

3）海岸線の浸食

・　海岸線浸食も大きな課題となっている（同省）。

（3）環境社会配慮手続き

・　1996 年の環境法では環境影響調査（EIE）のみだったが、2004 年からは環境社会影響調査

（EIES）に名称を変更した（同省）。

・　環境省管轄組織の国立環境機構（ANDE）が現場での環境法の履行を所掌している。環境の

管理にあたってはセクターごとに 7 つのガイドラインを策定している（同省）。

・　報告書提出から承認まで 2 カ月のプロセスであるが、経済インフラ省と協議を行っており、

23 日に短縮しようとしている（同省）。

・　具体的な手続きは収集資料のとおり（同省）。

（4）住民移転等の手続き

・　住民移転が発生する場合は移転再定住計画（PDR）の策定が義務づけられている。手続きを

定めた法・規則は存在せず、プロジェクトごとに省庁間でアレテを定めて対応している。世

界銀行の指針を参考にしている（同省）。

以　上
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議事録　10

日時：2012 年 10 月 29 日（月曜日）　10：30　～ 12：00

件名：住宅促進省との協議

所属 役職 氏名

住宅促進省 付属資料３参照

日本側 調査団

コートジボワール事務所

総括

都市交通

協力企画

通訳

ナショナルスタッフ

垣下　禎裕

勝田　穂積

小島　海

西山　明美

Loboue

場所：往訪・来訪・会議 （場所：住宅促進省会議室）／電話（発・受）

配布資料：なし

１．概　要

アビジャンにおける住宅政策、事情に関しヒアリング

２．主な議論

（1）アビジャンの住宅政策

・　現在住宅は不足しており 10 万単位でニーズを充足できていない。アビジャンに特定の住宅

政策はないが、全国を対象とした政策は存在する。国が土地取得及びライフラインの整備を

行い、民間会社が住宅建設を行っている。また、国として住宅建設会社への融資、税制優遇

措置を行っている（住宅促進省）。

・　土地の確保も重要な課題。マスタープランの作成によって住宅及び交通に重要な方向性が得

られると理解している。アビジャンの土地は限られているため、低層住宅を導入することで

対応していきたいと考えている（同省）。

（2）住宅需給バランス

・　アビジャンにおいて累計の不足 30 万戸に加え、需要は年間 2 万 5,000 軒のペースで増えて

いる。大統領のプログラムの下、全国で 15 万戸の住宅建設支援を行っているが、その半分

がアビジャンを対象にしている（同省）。

（3）住宅促進省による建設事業

・　20 ～ 30 年前には直接建設していたが、現在は資金的制約もあり介入していない。現在は民

間セクターとの連携の下に住宅を提供している（同省）。

・　不動産取得に関して、国家投資銀行（BNI）に住居向け動産化の口座（compte de mobilisation 
pour l’habitat：CDMH）アカウントを作成し低利率 20 年の貸付プログラムを実施している（同

省）。
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（4）中・低所得者層向けの住宅政策

・　直接の支援政策はないが、民間セクターに対する融資、税制優遇措置により中・低所得者に

対して安価な住宅を提供できている（同省）

（5）ヨプゴン及びアボボの開発経緯

・　ヨプゴンは新都心として国が計画を策定し、住宅整備を CICOJI 社が実施したため開発を誘

導することができた。一方でアボボについては、人々がそれぞれに不動産を取得したためコ

ミューンが野放図に拡張してしまった。これに対応するために 3～ 4年前からアボボ－アニャ

マ間に CICOJI 社が 2 万 6,000 戸の住宅建設を行っている（同省）。

（6）再開発、脆弱層への考え方

・　国とコミューン間で既開発地区の再開発について多くの議論が行われている。今後はマス

タープランに沿って開発を行っていきたい（同省）。

・　脆弱地区に対しては国が公共施設の建設等を行って支援していきたい（同省）。

・　脆弱層は銀行からの融資が限られているため対応策を検討中。日本の経験を教えてほしい

（同省）。

・　日本では低所得者に対して住宅建設と賃貸住宅の提供を行った。また中低所得者に対しては

貸付支援を行った。現在は貸付支援のみになっている（JICA）。

（7）標準住宅

・　住宅指針がある（同省）。

（8）マスタープランへの要望

・　アビジャンは CI 及び地域において唯一の大都市として機能しており、人口増加圧力が非常

に高い。したがって、交通も非常に重要と考えており、ぜひマスタープランの視点に都市交

通も組み込んでほしい（同省）。

以　上
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議事録　11

日時：2012 年 10 月 29 日（月曜日）　15：40　～　17：30

件名：CI コミッティ（外務省、経済財務省、計画開発省）との協議

所属 役職 氏名

CI コミッティ 付属資料３参照

※財務省の出席者はなし

日本側 調査団

コートジボワール事務所

総括

都市交通

協力企画

通訳

所長

企画調査員

ナショナルスタッフ

垣下　禎裕

勝田　穂積

小島　海

西山　明美

畠山　敬

金子　万里子

Loboue

場所：往訪・来訪・会議 （場所：外務省会議室）／電話（発・受）

配布資料：R/D（案）

１．主な議論

（1）実施体制

・　JCC（合同調整委員会）メンバーに外務省が入っていないが理由は？（外務省）

・　都市計画の合意形成プロセスに必要と思われる関係機関を列記したが、一方で本プロジェク

トは国際協力でもあるので、外務省を含めることに問題ない（JICA）。

（2）先方負担事項

・　複数のプロジェクトで CI 側負担事項としての経常経費の支払いが重い負担となっている例

がある。このプロジェクトで必要な CI 側負担の詳細を知りたい。2013 年度予算要求を行い、

予算を確保する必要がある（外務省）。

・　外務省が負担すべきものは免税措置に関連するもの等であるが、本件においてほとんど発生

しない見込み。建設衛生都市計画省が負担するものは、建設衛生都市計画省内に事務所スペー

スを確保することとそれに必要な光熱費程度。なお、これらの負担についてはすべて要請書

に CI 側が記載した内容と同じである（JICA）。

・　ODA セミナーに参加し、日本側の技術協力の考え、進め方はよく理解している。CI 側負担

事項については準備を進めているし、万が一建設衛生都市計画省の予算が不足した場合は外

務省の調査ファンドを活用できると考えている（建設衛生都市計画省）。

（3）CI 側 R/D 署名者

・　日本側としてはプロジェクトの責任者である建設衛生都市計画省に加えて、国家の開発計画

を策定する計画開発省及びプロジェクト対象地域の大部分を管轄するアビジャン特別区を署

名者として提案する（JICA）。

・　複数のサイナーを絡めると調整作業が多くなる。本プロジェクトに関しては建設衛生都市計
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画省の提案に基づき、CI としての手続きを踏んでいるため、技術文書は技術官庁である建

設衛生都市計画省の署名のみで十分ではないか（外務省）。

・　建設衛生都市計画省は独立した 1 つの省庁であり権限を有している。アビジャン特別区に関

していえば当初調整が不十分ではあったかもしれないが現在では納得しているし、アビジャ

ン特別区を入れると周辺の 5 コミューンすべてを入れる必要性が出てくるため、建設衛生都

市計画省のみで十分（建設衛生都市計画省）。

・　きちんと意思決定できる体制を構築することが大きな目的。署名者が意思決定者となりプロ

ジェクトを進められる体制を構築してほしい（JICA）。

・　持ち帰り事項に関しては、翌日（30 日）17：00 までに回答する（コミッティ）。

以　上
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議事録　12

日時：2012 年 10 月 29 日（月曜日）　18：00　～ 19：30

件名：アビジャン特別区との協議

所属 役職 氏名

アビジャン特別区 付属資料３参照

日本側 調査団

コートジボワール事務所

総括

都市交通

協力企画

通訳

所長

ナショナルスタッフ

垣下　禎裕

勝田　穂積

小島　海

西山　明美

畠山　敬

Loboue

場所：往訪・来訪・会議 （場所：アビジャン特別区会議室）／電話（発・受）

配布資料：なし

１．主な議論

（1）本プロジェクトの実施

・　先週は誤解があったが、その後建設衛生都市計画省と十分協議を行い、本プロジェクトを歓

迎したい。建設衛生都市計画省がカウンターパートとなることで問題はない。

・　アビジャン特別区は、官房長をトップとするコミッティをつくり、本プロジェクト実施に際

して日本人コンサルタントの疑問に答えられる体制を確保する。

・　アビジャン特別区は本プロジェクトで中心的な役割を担っていく（特別区）。

・　CI 側実施体制に関しては、本プロジェクトの実施に最も適切な形を CI 側で協議して決めて

ほしい（JICA）。

（2）アビジャン特別区の範囲

・　13 区から成り、そのうち 10 区は都市化が相当程度進行している。残り 3 区（バンジャビル、

アニャマ、ソンゴン）に関しては 2001 年に新たに組み込まれた地域で未開発の地域が残っ

ている。

・　本プロジェクトにおいてはこれらの 13 区域に加え、13 区から影響を受ける周辺部について

も計画対象としてほしい（同区）。

（3）アビジャン特別区の所掌業務

・　人々の生活にかかわるすべての業務を所掌、具体的には交通、都市整備、住居、道路、教育、

保健、環境、衛生、市民の保護。

・　土地の管理も所掌業務の 1 つであり、公共の利益に資する事業に関する土地収用等を行って

いる。

（4）アビジャン特別区の課題

・　交通に関しては、マストラ（大量輸送機関）の確立、ラグーン交通の整備、環状高速道路の
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建設が重要課題。

・　人口が年率 3.8% で増加しており、現在市内に集中している人口をどのように拡散させるか

が大きな課題。

・　都市計画に関していえば、建設・都市計画、インフラ及び都市施設整備、交通、環境（廃棄

物、ラグーン汚染、公園整備、海洋汚染対策等）、及び社会的側面（衛生、教育、レジャー等）

も組み込んで計画を策定してほしい。また、アビジャン周辺の農村には独自の文化を残した

村落があり、これらの村落の文化を生かした計画策定が望ましい（同区）。

以　上
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議事録　13

日時：2012 年 10 月 30 日（火曜日）　11：45　～ 13：00

件名：AFD コートジボワールとの協議

所属 役職 氏名

AFD 所長 Gerald Collange

日本側 調査団

コートジボワール事務所

総括

都市交通

協力企画

通訳

所長

企画調査員

ナショナルスタッフ

垣下　禎裕

勝田　穂積

小島　海

西山　明美

畠山　敬

金子　万里子

Loboue

場所：往訪・来訪・会議 （場所：AFD 会議室）／電話（発・受）

配布資料：R/D（案）

１．主な議論

（1）本プロジェクトの実施

・　日本側の案件については実施を歓迎したい。ただ、コートジボワール事務所では技術的な点

は分からないのでパリの技術担当部と協議してほしい（AFD）。

・　AFD も都市交通関連の同様の要請を受けているが、最終的には CI 政府が仕切ることと考え

ている（AFD）。

（2）援助協調の重要性

・　CI 側のニーズは非常に多く、JICA － AFD 間で連携・調整することは非常に重要。今後もオー

プンに情報共有していきたい。C2D 報告書への反応が CI 側から来たら共有する（AFD）。（ア

ビジャンに係る都市開発関連についてのみ CI 側から無反応の由）

・　JICA の資金は極めて限られているため、最大ドナーである AFD ともぜひ連携を行いたい。

R/D 署名が終わりしだい、コピーを共有する（JICA）。

（3）C2D の進捗状況

・　現時点で C2D 都市開発分野の Aid Memoire に関して CI 側からの返答を得ていない。都市開

発分野に関してはバラック地区開発、貧困層への住宅対策、都市計画を含んでいる（AFD）。

・　住居、水、環境の分野では準備が進んでいるが都市交通分野ではまだ調査が進んでいない

（AFD）。

（4）予　算

・　AFD としては都市開発分野で 3 年間に 1 億 5,000 万ユーロを見込んでいる。このうち 1/4 が

住宅に対する支援。日本側の本プロジェクト予算はいくらか？（AFD）

・　3 億～ 4 億円程度。この予算には F/S の実施は含むが、その後の具体的な事業費用は含まな
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い（JICA）。

（5）マスタープラン後の案件形成

・　JICA として、F/S 対象案件などについてめどは立っているか（AFD）。

・　調査を通じて優先順位づけを行うため現時点では具体的な案はない。ただし、ショートリス

ト化の過程は AFD と協議を行い、協調していきたい（JICA）。

（6）マスタープラン事業の実施体制

・　マスタープランはマルチセクターが関与するため実施機関をどこにし、どのように運営する

かが非常に重要。AFD としては、アビジャン特別区内に都市開発管理庁を設立することが

必要と考えている（AFD）。

・　確かに実施体制の確立は重要であるが、目の前に都市計画を策定する緊急のニーズが存在す

るため、JICA としては、複数ある都市計画分野を所掌する行政体のうち、建設衛生都市計

画省が最も妥当と考え、カウンターパートとして選定している。ただし、JCC として関連省

庁、行政体をメンバーに入れるとともに、JICA 調査団チームが技術支援を行い、モニタリ

ングを行っていく予定（JICA）。

以　上
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議事録　14

日時：2012 年 10 月 31 日（水曜日）　8：50　～ 10：00

件名：Projet d’Urgence D’Infrastructures Urbaines（PUIUR）との協議

所属 役職 氏名

PUIUR Coordinateur M. Pierre DIMBA

日本側 調査団

コートジボワール事務所

総括

都市交通

協力企画

通訳

ナショナルスタッフ

垣下　禎裕

勝田　穂積

小島　海

西山　明美

Loboue

場所：往訪・来訪・会議（場所：PUIUR 会議室）／電話（発・受）

配布資料：なし

１．主な議論

（1）パブリックヒアリングの実施実績

・　Lagune Region の知事及びコミューン市長のレベルで実施実績がある。コミューンをまたぐ

パブリックヒアリングであれば知事、コミューン内であれば市長が責任者。

・　内戦時にインフラ整備が全く行われてこなかったため、各地区の状況把握を行った際には地

区をまたぐ事業であったため、知事とともに実施した（PUIUR）。

（2）パブリックヒアリングの方法

・　古くからあるコミューンで実施する際は、地元のリーダーを特定してヒアリングを実施して

いる。紛争によりコミュニティが破壊された地域においても、自然発生的にリーダーや取り

まとめ役がおり、その人をキーパーソンとして実施した（PUIUR）。

（3）紛争処理方法

・　パブリックヒアリングの結果、意見が調整しきれない場合は、リーダー同士の協議を促進し

たり、また結果は必ず公表したりしている（PUIUR）。

（4）PUIUR の位置づけ

・　PUIUR は、デクレによりコートジボワール国に設立された“Mission d’Appui a Counduit  
d’Operation Municipal（MACOM）”の一プロジェクト。MACOM プロジェクトには複数のプ

ロジェクトがあり、セクターごとに省庁と連携して実施している。

・　PUIUR の機能は調整。したがって、道路事業であれば計画策定を行う。発注等を行うのは

AGEROUTE であり、PUIUR は承認及びファイナンスを行っている（PUIUR）。
以　上
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大アビジャン圏都市整備計画策定プロジェクト　詳細計画策定調査　収集資料リスト

１．組織体系・業務所掌関連

1 デクレ 2011-434 11 月 30 日　建設衛生都市計画省の所掌及び組織規定 ハード

2 デクレ 2001-592 号　2001 年 9 月 19 日 AGEROUTE の設立及び所掌業務 ハード

3 デクレ 2011-388　2011 年 11 月 16 日　内務省の組織及び所掌業務 ハード

4 デクレ 2011-401　2011 年 11 月 16 日　運輸省の組織及び所掌業務 ハード

5 インフラ経済省組織図 ハード

ソフト

6 AGEROUTE 組織図 ハード

ソフト

7 アビジャン自治区組織図（2012 年 3 月） ハード

２．都市計画省関連

1 デクレ 72-636 号（1972 年 10 月 5 日）1962 年 62-253 号都市計画法に定めるパブリッ

クヒヤリングにかかる方法及び条件の改定

ハード

2 デクレ 2000-669 号（2000 年 9 月 6 日）大アビジャン圏都市整備計画の承認 ハード

3 アレテ 2151 号 /MTPCPT 1985 年 8 月 19 日都市マスタープラン承認手続きの変更 ハード

4 1904 年 10 月 25 日デクレの廃止及び改定デクレ 1935 年 11 月 15 日土地所有にかか

る規制

ハード

5 Port Bouet コミューン詳細都市計画（2007 年 9 月作成） ハード

ソフト

6 デクレ 82-262 号　1982 年 3 月 17 日アビジャン圏周辺部における整備区域の設置 ハード

３．BNETD　関連

1 BNETD パンフレット ハード

2 2000 年 MP フルバージョン ソフト

3 1988 年交通調査（PDU） ソフト

４．都市交通関連

1 道路網維持開発計画（2011 年 11 月） ハード
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５．内務省関連

1 ディストリクトに移管された業務（2011 年 5 月） ハード

2 法 2003-208　国家から地方自治体への権限委譲について（2003 年 7 月） ハード

3 内務省　コートジボワールにおける行政区構造 ハード

4 コートジボワール国行政構造地図 ハード

６．環境省関連

1 環境法 ハード

2 環境社会配慮影響調査ガイドライン（運輸交通セクター） ハード

3 環境社会配慮ガイドライン（水・衛生セクター） ハード

4 Vivre Ensemble（ワタラ大統領のマニュフェスト）第 24 章「環境を守り、持続可

能な開発について考えよう」

ハード

5 アレテ 341/MINEEF/ANDE2010 年 2 月 12 日　リビエラ－マルコリー橋における環

境社会影響調査の承認

ハード

6 アレテ 0024/MIE/MCAU/MEDD/MEF DU 2011 年 12 月 19 日　リビエラ－マルコリー

橋の建設による移転再定住計画にかかる省庁間委員会の設置

ハード

7 PUIUR-Don IDA NoH3970 IC 2012 年 8 月 1 日環境社会影響調査結果（PUIUR 事業） ハード

７．その他

1 PUIUR プロジェクトシート ハード

８．データ

1 1998 年人口統計 ソフト

2 2009 年社会経済統計 ソフト

3 1989 年交通量調査 ソフト

－ 104 －



コートジボワール共和国

大アビジャン圏都市整備計画策定

プロジェクト

詳細計画策定調査報告書
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